
第５９号議案 

 

     八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり設定するものとする。 
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提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和５９年八

王子市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 



改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

  番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

 

 １～１１
７ 

（略） （略）   １～１１

７ 

（略） （略）  

 １１８  平成２９年八王子市告示第４０２号に定める八王子

都市計画宮下町大学用地地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域（以下次表において

「宮下町大学用地地区整備計画区域」という。） 

１３．２     

 １１９  平成２９年八王子市告示第４０３号に定める八王子

都市計画美山工業団地地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域（以下次表において「美

山工業団地地区整備計画区域」という。） 

１３．１ 

 

    

  

別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 

 １～１１７ （略）  １～１１７ （略） 

 １１８ 宮下町大学用地地区整備計画区域  
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)            

 計画地 建築してはな 建築物の容積 建築物 建築物 建築物の外壁等の面 建築物の高さ 垣又は            

 区の区

分 

らない建築物 率 の建ぺ

い率の

最高限

度 

の敷地

面積の

最低限

度 

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 柵の構

造の制

限 

           

   最高限 

度 

最低限 

度 

  距離 適用除外の 

建築物等 

最高限 

度 

最低限 

度 

               

 ― 次に掲げる建

築物以外の建

築物 

１ 大学、高

等専門学校

、専修学校

及び各種学

校 

２ 研究所 

３ 前２号の 

１０分

の１５ 

― １０分

の５ 

３，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 ２メ

ートル 

― ２５メ

ートル 

― ―               



   用途に関連

し、かつ、

前２号の建

築物と一の

建築物とな

る工場（次

に掲げる物

品を製造す

る工場を除

く。） 

 ⑴ 火薬類

取締法（

昭和２５

年法律第

１４９号

）第２条

第１項に

規定する

火薬類（

がん具煙

火を除く

。） 

 ⑵ 消防法

（昭和２

３年法律

第１８６

号）第２

条第７項

に規定す

る危険物 

 ⑶ マッチ 

 ⑷ 可燃性

ガス（令

第１３０

条の９の

６で定め

るものを

除く。） 

 ⑸ 圧縮ガ

ス又は液

化ガス（

製氷又は

冷凍を目 

                       



    的とする

ものを除

く。） 

４ 研修所 

５ 前各号の

建築物に附

属するもの 

                       

 １１９ 美山工業団地地区整備計画区域  
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)            

 計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

           

 分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

           

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

               

 ― 次に掲げる建

築物以外の建

築物 

１ 研究所 

２ 事務所 

３ 倉庫 

４ 工場 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの 

６ 前各号の

建築物に附

属するもの 

１０分

の２０ 

― １０分

の６ 

５００

平方メ

ートル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 ０．

５メート

ル 

 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒 

２５メ

ートル 

― ―               



         の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

                 

  

 

 

 

 



附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


